
飲食店等の皆様へ

「愛知県感染防止対策協力金（12 月 18 日～1 月 11 日実施

分）（2月 8日～3月 14 日実施分）」とは、別に申請する必

要があります。申請をお考えの方は、ご注意ください。

１「愛知県感染防止対策協力金（1月 12 日～2月 7日実施分）」の概要 

２ 申請書類入手方法 

  愛知県の Web ページからダウンロードしてください。 

  https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/kyoryokukin5-6.html 

３ 問合せ先 

  コールセンター：０５２－２２８－７３１０ 

  午前９時から午後５時まで（土日祝日を含む毎日） 

期間 1 月 12 日～1月 17 日【6日間】 1 月 18 日～2月 7日【21 日間】 

支給額 

1 施設 1日あたり 4万円 

最大 24 万円 

(要請に応じた日数分を交付） 

1 施設 1日あたり 6万円 

最大 126 万円 

(要請に応じた日数分を交付） 

対象 

事業者 

県内の営業時間短縮要請を受けた施設を

運営する中小企業者等 

県内の営業時間短縮要請を受けた施設を

運営する事業者（大企業も対象に追加） 

営業時間 

の短縮 
午前 5時～午後 9時に短縮 

午前 5時～午後 8時に短縮 

（酒類の提供は午前 11 時～午後 7 時） 

愛知県感染防止対策協力金 

（１月１２日～２月７日実施分）の 

申請受付期間は３月１２日（金）まで！


